
次世代空モビリティひょうご会議設置要綱 

 

（趣旨・目的） 

第１条 新たなサービスの展開や地域課題の解決につながることが期待される「空飛

ぶクルマ」について、将来的な県内での社会実装を目指し、今後の方向性などを有

識者、事業者等と意見交換するとともに、県内の社会受容性の向上・気運醸成につ

なげていくため、「次世代空モビリティひょうご会議」（以下「会議」という。）

を設置する。 

 

（検討内容） 

第２条 会議の検討内容は次のとおりとする。 

(1) 県内における将来的な利用シーン 

(2) 県内における関連ビジネスの定着に向けた環境整備 

(3) 社会受容性の向上に向けた取組 

(4) 前号に掲げるもののほか、空飛ぶクルマの活用に関し必要な事項 

 

（組織） 

第３条 会議は、別表に定める構成員をもって構成する。 

２ 構成員の任期は、本要綱の施行の日から令和８年３月 31 日までとする。 

 

（座長） 

第４条 会議の議事を進行するため、構成員の互選により、座長を選任する。 

２ 座長は、構成員の承認を得て、構成員の中から座長代理を指名することができる。 

３ 座長代理は、座長に事故があるときはその職務を代理する。 

 

（事務局） 

第５条 会議の事務局は、企画部総合政策課に置く。 

 

（会議） 

第６条 会議は事務局が招集する。 

２ 構成員は都合により会議を欠席する場合は、代理の者を出席させることができる

こととし、代理の者の出席をもって当該構成員の出席とみなす。 

３ 事務局が必要と認めるときは、会議に構成員以外の者の出席を求めることができ

る。 

 

 



（謝金） 

第７条 第３条第１項に定める構成員のうち有識者及び第６条第３項に定める者（た

だし、有識者及び事務局が特に必要と認める者に限る。）が、会議及び会議に係る

職務に従事したときは、別に定めるところにより謝金を支給する。 

 

（旅費） 

第８条 第３条第１項に定める構成員のうち有識者及び第６条第３項に定める者（た

だし、有識者及び事務局が特に必要と認める者に限る。）が、会議及び会議に係る

職務のために旅行したときは、兵庫県職員等の旅費に関する条例（昭和 35 年兵庫

県条例第 44 号）の規定により旅費を支給する。 

 

（補則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

   

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和７年８月１日から施行する。 

（要綱の失効） 

２ この要綱は、令和８年３月 31 日限り、その効力を失う。 

 



（別表） 

第３条第１項に規定する構成員は次のとおりとする。  

                     

区 分 氏 名 所 属 ・ 役 職 

有識者 

赤澤 宏樹 県立大学自然・環境科学研究所 教授 

荒木  望 県立大学大学院工学研究科 准教授 

江藤 誠晃 株式会社ＢＵＺＺＰＯＲＴ 代表取締役 

川村 昌志 公益財団法人新産業創造研究機構 理事 

箸本 史朗 株式会社神戸新聞社メディアビジネス局長 

中野  冠 慶應義塾大学大学院ＳＤＭ研究所 顧問 

事業者 

全日本空輸株式会社 

オリックス株式会社 

兼松株式会社 

株式会社ＳｋｙＤｒｉｖｅ 

日本航空株式会社 

株式会社パソナグループ 

丸紅株式会社 

兵庫県 

（オブザーバー） 
 

経済産業省 

国土交通省 

大阪府 

神戸市 

尼崎市 

 

 

 



第７条にて定める委員の謝金 

 

「次世代空モビリティひょうご会議」は、空飛ぶクルマの県内の社会受容性の向

上・気運醸成を図るため、幅広い専門的知見を有する有識者による指導・助言を得る

会議であることから、有識者の謝金については、「委員会の委員等の報酬及び費用弁

償に関する条例」に定める審議会等の会長及び委員の報酬の額に準ずるのが妥当であ

る。 

よって、有識者に対して支給する謝金の額は、下表のとおりとする。 

 

構成員の区分 謝金の額 

有識者（座長） 日額 １５，７００円 

・有識者 

・第６条第３項に定める者（有識者及

び事務局が特に必要と認める者） 

日額 １２，６００円 

 


